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【ご案内】マイナンバー関連情報提供 

 

 拝啓 時下ますますご清祥のこととお慶び申し上げます。 

 平素は、当連合会の運営等に関しまして格別のご支援・ご協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

 さて、マイナンバー制度に関連しまして、１０月５日マイナンバー法が施行され、個人番号の送

付も各都道府県・市区町村により始まりましたが、それに関連した情報をご連絡致します。各種ホ

ームページ等から既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、ご参考にして頂けると幸いです。 

 お忙しいとは存じますが、ご一読頂きますようお願い致します。           敬具 

 

記 

 

■法制調書提出義務者・源泉徴収義務者の方へのお知らせ（10 月 2 日：国税庁 HP） 

 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/ 

◎「本人へ交付する源泉徴収票や支払通知書等への個人番号の記載は必要ありません！」 

 

 https://www.nta.go.jp/mynumberinfo/jizenjyoho/hotei/index.htm#a01 

 ◎給与所得の源泉徴収票、退職所得の源泉徴収票、及び給与所得の源泉徴収票の記載方法 

 

■マイナンバー通知カードの再配達の申し込み ご利用方法（郵便局 HP） 

 http://www.post.japanpost.jp/lpo/mynumber/index.html 

 マイナンバー通知カードの配達で不在だった場合、マイナンバー専用の「簡易書留不在連絡票」が

届けられます。原則、一般的な白地ではなくピンクの用紙になっているそうです。但し、不在連絡票

（マイナンバー専用）の色は、配達郵便局による異なる場合があるそうです。 

 

■通知カードの郵便教への差出し状況（個人番号カード総合サイト） 

 https://www.kojinbango-card.go.jp/cgi-bin/tsuchicard/jokyo.cgi 

 上記 URL から市区町村ごとの郵便局への通知カード差出し状況が確認出来ます。 

 都道府県からお住まいの市区町村をご確認下さい。 

 既にお住まいの市区町村が完了済みであるのに、まだ手元に届いていない場合は一度ご確認下さい。 

 このサイトは他にもいろいろなことが記載されておりますので、是非、皆様へ周知頂きご一読頂け

ればと思います。 

 なお、通知カードは基本、送り状と通知カードと個人番号カード交付申請書が一体になった用紙、

パンフレット、それから個人番号カード申請用封筒が同封されるそうです。 

 

                                         以上 


